
播磨町導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  ① 人口構造 

    播磨町の人口は、33,604 人（総務省「国勢調査(R2)」）となっており、平成７

年以降横ばいで推移しているが、生産年齢人口は減少する一方、老齢人口は増

加している。さらに、2045 年には、人口が 29,555 人(国立社会保障・人口問題

研究所「日本の地域別将来推計人口」）まで減少することが予想されている。 

 

  ② 産業構造 

本町は、町域面積の３割が海を埋め立てた人工島（新島）となっており、沿岸

部も含め、製造業が多数立地し、播磨臨海工業地帯の一端を担っている（町内総

生産に占める割合：62.1％）。 

    内陸部には、建設業、卸売業、小売業、飲食サービス業など多様な業種の中小

企業者が所在し、本町の経済や雇用を支えている。 

 

  ③ 中小企業者の実態 

    事業所数、従業員数ともに減少傾向にあり、高齢化や人手不足といった課題

に加え、原油価格や原材料価格高騰等の環境変化への対応が求められている。 

 

    こうした状況を鑑み、町内中小企業者に先端設備等の導入を促し、労働生産

性の向上を図ることが不可欠である。 

 

（２）目標 

  幅広い中小企業者に、労働生産性の向上に寄与する設備投資を促し、経営基盤や

競争力の強化、町内での雇用機会の創出を図る。 

これを実現するため、計画期間中に１０件程度の先端設備等導入計画の認定を目

標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関

する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

  中小企業者による幅広い取組を促すため、中小企業等経営強化法施行規則第７条

第１項に定める先端設備等全てとする。 

 



３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  中小企業者による幅広い取組を促すため、町内全域を対象とする。 

（２）対象業種・事業 

    中小企業者による幅広い取組を促すため、全業種・全事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  令和５年８月２日から令和７年３月３１日までとする。 

  計画期間は原則として２年間であるところ、町全体及び商工労働分野における施

策の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの協

調・連動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、

雇用の安定に配慮する。 

（２）認定を受けた事業者に対し、先端設備等導入計画の進捗状況の管理、自己評価 

の実施を促す。 

（３）公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められる者は、認定の対象

としない。 

（４）町税の滞納のある者は本認定の対象としない。 


